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今
年
で
設
立
三
〇
〇
年
を
迎
え
る
ロ
シ
ア
国
立
歴
史
文
書
館
（РГИ

А

）
に
は
、

一
八
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
最
初
の
四
半
世
紀
以
前
の
時
期
に
及
ぶ
史
料
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。

総
長
二
二
〇
㎞
に
及
ぶ
棚
に
は
七
二
〇
万
件
の
フ
ァ
イ
ル
が
保
管
さ
れ
お
り
、
そ

の
う
ち
の
七
〇
％
以
上
は
ロ
シ
ア
の
歴
史
文
化
遺
産
で
、
唯
一
無
二
の
極
め
て
価
値

の
高
い
も
の
で
あ
る
。

既
に
一
九
五
〇
年
代
、
ソ
連
邦
で
は
、
他
の
多
く
の
先
進
諸
国
の
場
合
と
同
様
に
、

最
も
価
値
が
高
く
情
報
量
が
多
い
史
料
を
対
象
に
、
原
本
が
失
わ
れ
た
場
合
に
備

え
、
そ
の
史
料
情
報
の
相
当
部
分
を
保
存
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
化
し
、
大
量
の
保
存
フ
ォ
ン
ド
の
作
成
を
始
め
た
。
史
料
閲
覧
の
際
、
原
本
に
代

え
て
そ
の
複
製
品
を
使
用
す
る
た
め
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
ネ
ガ
と
同
時
に
、
ポ

ジ
も
作
成
さ
れ
た
。
保
存
フ
ォ
ン
ド
の
保
管
場
所
と
し
て
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
奥
地
に

位
置
す
る
町
、
ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
市
が
選
ば
れ
た
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
ネ
ガ
と

も
に
、
絶
対
的
に
極
め
て
価
値
の
高
い
史
料
の
原
本
を
も
同
地
に
保
管
し
、
各
文
書

館
に
は
そ
の
複
製
を
置
く
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
。

一
九
六
九
年
に
建
物
は
完
成
し
、「
重
要
フ
ォ
ン
ド
保
管
部
」（
現
保
存
フ
ォ
ン
ド

保
管
セ
ン
タ
ー
」）
が
執
務
を
開
始
し
た
。

そ
の
前
年
の
一
九
六
八
年
七
月
一
五
日
、
こ
の
保
管
庫
の
利
用
改
善
に
関
す
る
提

議
が
な
さ
れ
た
。
国
立
中
央
総
文
書
館
庁
長
官
に
よ
り
、
ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
へ
の
搬

出
対
象
と
な
る
フ
ォ
ン
ド
に
は
補
遺
目
録
を
作
成
し
、
ソ
連
邦
閣
僚
会
議
管
轄
下
の

中
央
文
書
局
（ГАУ

）
に
付
託
す
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
た
。
他
に
先
駆
け
て
搬
出
対

象
と
な
っ
た
の
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
が
済
ん
だ
フ
ォ
ン
ド
の
保
存
コ
ピ
ー
、

及
び
「
利
用
度
は
低
い
が
価
値
の
高
い
史
料
」
で
あ
っ
た）

1
（

。

か
く
し
て
、
当
時
は
研
究
者
が
利
用
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
の

「
重
要
フ
ォ
ン
ド
保
管
部
」
へ
の
搬
出
が
予
定
さ
れ
た
も
の
は
、
各
文
書
館
に
は
複

製
品
が
ま
だ
な
い
史
料
で
あ
っ
た
。

ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
へ
の
搬
出
対
象
と
す
べ
き
フ
ォ
ン
ド
目
録
が
、
ソ
連
邦
国
立
中

央
歴
史
文
書
館
（
現
ロ
シ
ア
国
立
歴
史
文
書
館
）
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
一
九
六
九

年
一
〇
月
末
、
同
文
書
館
首
脳
に
よ
っ
て
中
央
文
書
局
に
提
出
さ
れ
た
。
搬
出
作
業

そ
の
も
の
は
二
回
に
分
け
て
行
わ
れ
た
。
最
初
に
搬
出
さ
れ
た
の
は
、
ロ
シ
ア
帝
国

政
府
最
高
機
関
（
閣
僚
委
員
会
、
及
び
、
閣
僚
会
議
）
の
史
料
を
対
象
と
し
た
保
存

フ
ォ
ン
ド
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
ネ
ガ
）、
さ
ら
に
、
元
老
院
関
連
フ
ォ
ン
ド
中

の
個
々
の
原
史
料
で
あ
っ
た
。
二
回
目
の
搬
出
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
元
老
院
関
連

フ
ォ
ン
ド
の
個
々
の
オ
ー
ピ
シ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
元
老
院
各
局
の
全
体
会

議
）
2
（

、
元
老
院
第
一
局

）
（
（

、
第
三
局
（
官
位
紋
章
局

）
4
（

）、
第
二
局
（
農
民
階
級
局

）
（
（

）、
第
二

控
訴
局

）
（
（

、
第
三
控
訴
局

）
（
（

、
第
五
局
（
刑
事
局

）
（
（

）、
第
三
局
（
土
地
分
界
局

）
（
（

）、
第
四
局

（
裁
判
局

）
（1
（

）、
刑
事
控
訴
局

）
（（
（

、
民
事
控
訴
局

）
（1
（

、
控
訴
局
の
全
体
会
議
と
連
絡
会
議
の

フ
ォ
ン
ド）

（1
（

、
さ
ら
に
、
全
体
会
議
と
国
家
会
議
各
局
の
控
記
録
集
成
（Ф

.1159

）、

国
家
管
理
の
実
質
的
に
す
べ
て
の
フ
ォ
ン
ド
（Ф

.576

）
で
あ
っ
た）

（1
（

。

そ
の
結
果
、
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
三
年
に
か
け
て
、
元
老
院
関
連
の
史
料

ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
市
保
存
フ
ォ
ン
ド
保
管
セ
ン
タ
ー
か
ら
返
還
さ
れ
た

ロ
シ
ア
国
立
歴
史
文
書
館
史
料
に
つ
い
て

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ソ
コ
ロ
フ
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（　 ） ヤルトロフスク市保存フォンド保管センターから返還されたロシア国立歴史文書館史料について（ソコロフ）195

（Ф
.1330, Ф

.1341, Ф
.1344, Ф

.1345, Ф
.1346, Ф

.1347, Ф
.1350, Ф

.1352, Ф
.1354, 

Ф
.1363, 

Ф
.1364

）
が
ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
に
搬
出
さ
れ
た
が
、
全
体
会
議
と
国
家
会

議
各
局
の
控
記
録
集
成
、
及
び
、
国
家
管
理
の
フ
ォ
ン
ド
は
搬
出
対
象
と
さ
れ
ず
、

文
書
館
保
管
と
し
て
残
さ
れ
た
。

各
文
書
館
の
史
料
原
本
を
「
重
要
フ
ォ
ン
ド
保
管
部
」
に
搬
出
し
た
理
由
は
、
新

保
管
庫
の
一
層
完
璧
な
利
用
と
い
う
公
式
な
理
由
の
他
に
、
当
時
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦

国
連
邦
中
央
国
立
歴
史
文
書
館
の
保
管
庫
内
の
ス
ペ
ー
ス
が
十
分
で
な
い
こ
と
（
当

時
の
す
べ
て
の
国
立
文
書
館
は
同
様
で
あ
っ
た
）、
と
り
わ
け
、
元
老
院
の
建
物
の

三
階
に
置
か
れ
て
い
た
保
管
庫
は
老
朽
化
し
、
危
険
を
伴
う
状
態
に
あ
り
、
そ
こ
の

フ
ォ
ン
ド
を
移
動
さ
せ
る
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
確
保
が
不
可
欠
だ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に

ま
た
、
大
部
分
の
保
管
庫
の
棚
は
過
密
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

可
能
性
と
し
て
は
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
が
考
え
ら

れ
る
。
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
、
ソ
ビ
エ
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
枠
内
に
存
在
し
て

い
た
歴
史
的
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
は
、
文
書
館
史
料
の
一
部
の
も
の
が
最
重
要

視
さ
れ
（
例
え
ば
、
革
命
運
動
史
）、
そ
れ
以
外
の
史
料
は
遥
か
に
価
値
の
低
い
も

の
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
あ
る
一
部
の
文
書
は
、
機
密
扱
い
に
こ
そ
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
一
般
に
公
開
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
と
見
な
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

革
命
前
の
元
老
院
関
連
史
料
に
は
、
特
権
階
級
の
人
間
の
不
動
産
所
有
権
に
関
す

る
情
報
が
含
ま
れ
て
お
り
、
土
地
が
個
々
の
家
系
や
一
族
、
あ
る
人
が
貴
族
階
級
に

属
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
も
の
、
革
命
前
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
法
文
化
の
水
準
が
高

度
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
な
ど
が
あ
り
、
好
ま
し
く
な
い
と
思
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
へ
の
搬
出
は
そ
れ
ら
史
料
の
利
用
を
制
限
す
る
た
め

の
、
恰
好
の
口
実
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

文
書
館
員
た
ち
は
、
大
量
の
史
料
群
の
「
シ
ベ
リ
ア
流
刑
」
の
結
果
生
じ
る
マ
イ

ナ
ス
面
を
最
少
に
留
め
る
よ
う
努
力
し
た
。
ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
へ
の
搬
出
対
象
と
さ

れ
た
の
は
、
元
老
院
各
局
の
全
体
会
議
、
及
び
、
個
々
の
局
の
日
誌
と
裁
定
、
判
決
、

控
記
録
で
あ
っ
た
。
裁
定
の
写
し
、
あ
る
い
は
そ
の
結
論
部
分
は
、
原
則
と
し
て
元

老
院
の
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
フ
ァ
イ
ル
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
元
老
院
の
全
体
会
議
な
ら
び
に
個
々
の
局
の
活
動
に
関
す
る
情
報
を
最
も
集
中

し
た
か
た
ち
で
含
ん
で
い
る
史
料
群
は
、
も
と
も
と
事
実
上
利
用
対
象
か
ら
除
外
さ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
元
老
院
関
連
史
料
を
利
用
す
る
際
、
煩
雑
さ
が
生
じ
て
い
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
元
老
院
関
連
フ
ォ
ン
ド
の
利
用
度
が
今
日
に
至
る
ま
で

低
く
、
こ
れ
ら
フ
ォ
ン
ド
の
史
料
価
値
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
の
も
、
あ
な
が

ち
偶
然
で
は
な
い
。

「
重
要
フ
ォ
ン
ド
保
管
部
」
に
搬
出
さ
れ
た
史
料
が
入
っ
て
い
た
フ
ォ
ン
ド
の
構

成
と
内
容
は
、
歴
史
学
者
の
み
な
ら
ず
、
祖
国
の
歴
史
に
関
心
を
持
つ
人
に
と
っ
て

も
極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

な
か
で
も
最
も
多
様
性
に
富
む
史
料
は
、
元
老
院
第
一
局
の
フ
ォ
ン
ド
の
も
の
で

あ
る
。

元
老
院
第
一
局
は
一
七
六
三
年
一
二
月
一
五
日
に
、
国
家
行
政
、
及
び
、
地
方
行

政
の
懸
案
に
関
す
る
審
議
、
及
び
す
べ
て
の
財
政
事
案
の
監
察
の
た
め
に
設
立
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
省
庁
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
第
一
局
の
機
能
の
大
部
分
が
、
閣
僚
会

議
、
内
務
省
、
法
務
省
の
管
掌
と
な
っ
た
。
第
一
局
の
業
務
対
象
は
以
下
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。

事
案
の
裁
定
過
程
、
及
び
、
文
書
作
成
の
正
確
さ
の
監
視
。

法
令
、
勅
令
、
命
令
の
公
布
、
各
部
署
へ
の
そ
れ
ら
の
伝
達
、
及
び
、
そ
の
正
確

な
実
行
の
監
視
。

元
老
院
公
報
と
元
老
院
布
告
（
一
八
三
八
年
以
降
）、
及
び
、
政
府
立
法
・
命
令

集
（
一
八
六
二
年
以
降
）
の
定
期
的
発
行
。

元
老
に
よ
る
監
察
の
任
命
、
及
び
、
監
察
対
象
各
県
の
状
況
に
関
す
る
元
老
の
報

告
に
対
す
る
指
示
。
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職
務
犯
罪
に
関
す
る
事
案
の
進
行
促
進
。

上
位
四
等
級
の
官
吏
へ
の
官
位
授
与
、
免
職
、
褒
賞
、
特
権
、
特
典
の
下
賜
（
一

八
四
六
年
以
降
）。

法
に
則
っ
て
の
地
方
行
政
役
職
官
吏
、
及
び
、
地
方
行
政
の
職
務
内
容
の
裁
定
。

地
方
行
政
役
職
官
吏
、
及
び
、
地
方
行
政
の
不
正
行
為
に
対
す
る
検
察
官
の
異
議

申
し
立
て
（
一
八
六
六
年
以
前
）。

行
政
役
職
官
吏
の
責
任
に
対
す
る
各
省
の
係
争
事
案
。

国
事
犯
罪
関
連
の
恩
赦
、
及
び
、
判
決
の
軽
減
に
対
す
る
皇
帝
詔
書
の
適
用
。

農
民
虐
待
と
浪
費
に
関
し
、
当
該
地
主
の
土
地
を
後
見
下
に
置
く
事
案
。
地
主
に

対
す
る
農
民
の
不
服
従
（
一
八
六
一
年
以
前
）。
地
方
の
裁
判
機
関
、
及
び
、
行
政

機
関
の
裁
定
に
対
す
る
私
人
の
提
訴
に
関
す
る
も
の
。

身
分
証
規
定
、
検
閲
規
定
、
出
版
規
定
、
流
刑
者
に
対
す
る
、
規
定
違
反
事
項
に

対
す
る
地
方
行
政
機
関
の
指
示
（
一
八
九
〇
年
以
降
）。

貴
族
階
級
、
及
び
、
商
人
階
級
に
よ
る
選
挙
、
選
挙
人
の
不
正
と
の
そ
の
責
任
追

及
。役

職
官
吏
の
不
正
行
為
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
損
害
に
対
す
る
補
償
請
願
（
一
八

七
七
年
以
降
）。

婚
外
子
認
知
に
関
す
る
事
案
、
司
法
行
政
官
、
市
役
所
、
市
議
会
の
設
置
、
地
方

警
察
の
人
事
構
成
承
認
に
関
す
る
事
案
、
市
の
歳
入
、
租
税
、
徴
税
管
理
に
関
す
る

事
案
、
市
の
回
収
不
能
滞
納
金
免
除
に
関
す
る
事
案
。

市
街
地
へ
の
建
築
、
市
街
地
整
備
の
監
視
（
一
八
三
二
年
以
降
）。

都
市
計
画
の
承
認
、
都
市
に
対
す
る
紋
章
下
賜
。

知
事
、
及
び
、
最
高
行
政
機
関
の
指
示
に
対
す
る
市
か
ら
の
訴
願
。

内
務
大
臣
、
あ
る
い
は
、
知
事
が
承
認
し
た
市
議
会
の
決
議
、
及
び
市
業
務
に
関

す
る
県
会
の
決
議
に
対
す
る
訴
願
（
一
八
七
〇
年
以
降
）。

政
府
機
関
、
及
び
、
民
間
機
関
に
対
す
る
請
願
、
地
方
自
治
会
決
議
に
対
す
る
知

事
の
異
議
（
決
議
に
対
す
る
内
務
大
臣
の
不
同
意
に
則
っ
て
の
も
の
）、
知
事
、
及

び
、
最
高
行
政
機
関
の
指
示
に
対
す
る
地
方
自
治
会
の
訴
願
（
一
八
六
四
年
以
降
）。

外
国
の
宗
教
に
関
す
る
訴
訟
、
ロ
シ
ア
国
籍
取
得
に
関
す
る
事
案
の
審
議
（
一
八

五
二
年
以
前
）。

租
税
機
関
の
文
書
作
成
規
律
の
監
視
、
県
及
び
郡
の
行
政
分
割
・
分
界
に
関
す
る

資
料
の
作
成
。

県
行
政
の
人
事
構
成
に
関
す
る
事
案
。

税
務
所
報
告
の
審
議
。

農
奴
税
、
相
続
税
、
市
税
、
地
方
自
治
会
税
の
徴
収
。

国
有
財
産
の
賃
貸
・
売
却
取
引
に
関
す
る
各
省
庁
の
報
告
。

税
務
所
裁
定
に
対
す
る
訴
願
の
審
議
、
市
税
、
及
び
、
地
方
自
治
税
に
関
す
る
係

争
（
一
八
六
四
年
以
後
）。

農
地
調
停
官
の
選
出
（
一
八
六
六
─
一
八
七
〇
年
）。

各
税
、
及
び
、
租
税
賦
課
に
対
す
る
訴
願
、
各
滞
納
金
の
徴
収
と
免
除
。

国
庫
へ
の
酒
類
徴
集
を
入
札
か
ら
代
理
人
に
委
託
す
る
事
案
（
一
八
九
五
年
以

降
）。酒

場
、
酒
舗
、
酒
店
、
酒
造
場
な
ど
の
開
業
許
可
。

ロ
シ
ア
在
住
外
国
人
に
関
す
る
事
案
（
一
八
二
六
年
以
前
）。

異
常
事
件
に
関
す
る
情
報
収
集
。

鉱
業
に
対
す
る
最
高
度
の
監
視
。

工
場
の
開
設
許
可
、
労
働
者
、
及
び
、
国
有
地
農
民
に
対
す
る
係
争
の
審
議
（
一

八
六
一
年
以
前
）。

生
産
企
業
へ
の
土
地
、
及
び
、
森
林
用
地
割
当
、
鉱
山
、
採
石
場
、
炭
坑
に
関
す

る
事
案
。

森
林
保
全
・
保
護
の
監
視
。

人
頭
税
の
修
正
、
登
録
、
除
外
業
務
の
管
轄
（
一
八
〇
三
年
か
ら
一
八
六
一
年
以
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前
）。農

奴
身
分
か
ら
の
逃
散
農
民
に
関
す
る
事
案
の
審
議
。

納
税
階
層
者
の
公
務
へ
の
採
用
の
審
議
。

農
地
調
停
裁
判
管
区
の
設
置
、
農
地
調
停
官
の
承
認
に
関
す
る
事
案
の
審
議
。

農
地
調
停
裁
判
官
の
任
命
（
一
八
六
二
年
）、
一
八
六
四
年
か
ら
は
地
方
自
治
会
、

及
び
、
市
行
政
機
関
に
関
す
る
事
案
の
審
議
。

さ
ら
に
第
一
局
で
は
次
の
よ
う
な
事
案
の
審
議
も
行
っ
た
。

軍
人
に
対
す
る
最
高
裁
判
決
の
執
行
（
一
八
三
二
年
以
降
）。

軍
法
会
議
に
よ
る
処
罰
。

軍
行
政
各
機
関
の
改
変
、
屯
田
兵
、
少
年
兵
【кантонист

】。

脱
走
兵
、
逃
散
民
、
逃
亡
農
奴
の
逮
捕
者
。

陸
軍
、
及
び
、
海
軍
各
省
庁
の
受
注
業
務
の
承
認
。

受
注
業
務
、
物
品
納
入
の
際
の
不
正
決
済
に
対
す
る
提
訴
。

回
収
不
能
延
滞
金
、
回
収
不
能
請
求
金
の
免
除
。

不
測
の
事
故
、
自
然
災
害
、
外
敵
に
よ
る
財
産
強
奪
に
伴
う
損
失
へ
の
国
庫
負
担
。

穀
物
価
格
、
飼
料
価
格
。

県
の
兵
役
局
に
対
す
る
陳
情
（
一
八
七
四
年
以
降
）、
兵
役
終
了
、
兵
役
免
除
納

付
金
証
、
兵
士
と
そ
の
家
族
へ
の
年
金
、
手
当
（
一
八
七
四
年
以
降
）。

軍
用
自
動
車
の
徴
用
（
一
九
一
七
年
）。

国
家
経
済
に
関
す
る
懸
案
事
項
（
国
民
の
食
糧
、
都
市
、
農
村
の
お
け
る
穀
物
販

売
所
の
開
設
、
民
営
企
業
、
国
営
企
業
、
発
明
等
に
対
す
る
特
典
、
ロ
シ
ア
領
土
内

で
の
外
国
人
入
植
者
居
住
地
、
全
国
営
建
物
の
建
築
・
修
繕
工
事
等
）
の
実
行
。

市
会
、
地
方
自
治
会
の
義
務
。

交
通
・
連
絡
路
管
理
。

郵
便
担
当
庁
。

宗
教
関
連
庁
（
宗
務
院
の
通
達
に
従
っ
て
の
各
宗
教
官
庁
に
対
す
る
勅
令
・
命
令
、

教
会
所
有
に
関
し
て
の
県
行
政
機
関
の
対
応
、
そ
の
裁
定
に
対
す
る
宗
務
院
に
よ
る

処
理
）。

外
国
宗
教
の
管
理
、
及
び
、
外
国
宗
教
に
対
す
る
訴
訟
。

外
国
貿
易
、
及
び
、
国
内
商
業
。

外
国
と
締
結
し
た
条
約
、
協
定
、
協
約
の
公
布
、
ロ
シ
ア
駐
在
外
国
領
事
の
承
認
、

外
国
駐
在
の
ロ
シ
ア
大
使
及
び
領
事
の
官
位
任
命
、
外
交
団
成
員
に
関
す
る
勅
令
の

公
布
。

ロ
シ
ア
叙
勲
局
に
関
す
る
立
法
、
及
び
、
職
務
立
法
の
公
布
。

叙
勲
局
へ
の
陳
情
。

御
料
地
、
及
び
、
宮
廷
関
係
省
庁
に
関
す
る
懸
案
事
項
。

一
八
七
〇
年
に
都
市
条
例
が
導
入
さ
れ
て
以
後
、
第
一
局
は
以
下
に
関
す
る
事
案

も
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。

手
工
業
、
作
業
場
、
職
人
層
の
管
理
（
規
定
違
反
）。

鉱
山
規
定
、
鉱
物
資
源
採
掘
た
め
の
土
地
の
割
り
当
て
、
鉱
石
工
場
の
開
設
（
一

八
九
三
年
以
降
）。

森
林
保
全
・
保
護
委
員
会
の
裁
定
に
対
し
農
業
・
国
有
財
産
省
が
承
認
し
た
こ
と

に
対
す
る
訴
願
。

農
業
規
定
違
反
。

県
学
校
委
員
会
の
裁
定
、
教
育
施
設
の
開
設
に
対
す
る
国
民
教
育
省
の
指
示
に
対

す
る
訴
願
。

古
儀
式
派
、
分
離
派
、
外
国
宗
教
信
仰
者
に
関
す
る
特
別
制
限
法
、
及
び
、
条
文

の
適
用
と
解
釈
。

濫
費
に
対
す
る
後
見
。

薬
局
、
個
人
診
療
所
、
歯
科
診
療
所
の
開
設
願
。

戸
籍
謄
本
、
及
び
、
家
族
構
成
簿
の
訂
正
。

個
々
の
移
住
地
の
大
村
落
へ
の
移
行
。
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公
共
的
必
要
の
た
め
の
土
地
の
強
制
収
用
、
及
び
、
一
時
的
使
用
。

納
入
、
下
請
、
賃
貸
の
契
約
書
。

一
万
ル
ー
ブ
ル
以
上
の
滞
納
金
の
免
除
に
関
す
る
各
省
の
上
申
（
一
九
一
五
年
以

前
）、
団
体
及
び
組
合
の
登
録
と
閉
鎖
。

分
離
派
及
び
古
儀
式
派
。

階
級
権
利
等
。

元
老
院
第
一
局
の
フ
ォ
ン
ド
史
料
に
は
、
以
下
に
関
す
る
同
局
の
事
案
、
日
誌
、

裁
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。

県
の
行
政
管
理
と
経
済
状
態
、
都
市
の
住
民
、
国
家
機
関
の
活
動
、
元
老
に
よ
る

監
察
。

商
業
と
産
業
の
歴
史
、
農
民
の
状
態
、
入
植
者
と
移
住
者
。

ロ
シ
ア
国
内
各
民
族
の
状
態
、
政
令
、
法
令
、
勅
令
の
公
布
、
国
際
条
約
の
公
布
。

地
方
国
家
機
関
の
活
動
。

地
方
行
政
機
関
の
不
正
行
為
に
対
す
る
私
人
の
提
訴
、
職
権
乱
用
に
関
す
る
官
吏

の
責
任
追
及
（
一
八
〇
六
か
ら
一
九
一
七
年
以
前
）。

地
主
の
領
地
に
対
す
る
後
見
。

貴
族
及
び
商
人
に
よ
る
選
挙
、
都
市
自
治
機
関
と
都
市
の
財
政
。

手
工
業
者
及
び
小
商
人
団
体
の
管
理
。

上
級
官
吏
へ
の
登
用
。

酒
税
徴
収
代
理
権
及
び
酒
の
密
造
取
締
り
、
酒
造
工
場
、
酒
類
間
接
税
。

塩
税
徴
収
代
理
権
、
塩
の
採
取
、
保
存
、
買
い
上
げ
。

国
庫
か
ら
の
私
人
及
び
団
体
に
対
す
る
年
金
、
手
当
、
貸
付
の
支
給
。

国
庫
未
納
金
の
徴
収
と
回
収
不
能
未
納
金
の
免
除
。

銀
行
及
び
そ
の
他
の
貸
付
機
関
、
慈
善
局
。

工
場
の
設
置
。

鉱
物
採
掘
の
た
め
の
土
地
の
割
り
当
て
、
生
産
企
業
に
対
す
る
土
地
、
及
び
、
森

林
の
割
り
当
て
、
鉱
山
、
採
石
場
、
炭
坑
。

森
林
保
全
・
保
護
、
様
々
な
必
要
に
応
じ
た
木
材
供
与
、
不
法
伐
採
。

国
庫
小
作
年
貢
金
の
【казённы

х оброчны
х статей

】
終
身
所
有
化
、
及
び
、

賃
貸
譲
渡
。

監
察
の
執
行
。

個
人
の
俸
給
額
登
録
及
び
削
除
。

自
由
耕
作
者
へ
の
解
放
農
民
の
登
録
。

農
民
に
よ
る
地
主
所
属
か
ら
の
離
脱
。

労
働
者
、
及
び
、
私
企
業
に
徴
用
さ
れ
た
国
有
地
農
民
。

納
税
階
層
の
公
職
任
用
。

農
地
調
停
裁
判
官
と
農
地
調
停
官
の
承
認
。

農
地
調
停
裁
判
管
区
の
設
定
。

地
方
行
政
機
関
、
都
市
自
治
機
関
の
役
職
官
吏
の
選
出
。

地
方
自
治
会
の
活
動
、
一
八
六
一
年
か
ら
一
九
一
七
年
以
前
の
市
の
徴
収
金
。

「
外
国
の
」（
す
な
わ
ち
正
教
で
な
い
）
宗
教
、
分
離
派
、
古
儀
式
派
。

印
刷
規
定
、
身
分
証
規
定
そ
の
他
の
違
反
。

手
工
業
税
の
課
税
、
生
産
企
業
、
各
種
団
体
、
組
合
、
銀
行
に
対
す
る
割
当
、
及

び
、
歩
合
へ
の
課
税
金
、
紋
章
、
船
舶
、
港
湾
に
対
す
る
課
税
金
。

市
所
有
不
動
産
か
ら
の
税
。

商
業
規
定
違
反
税
、
農
奴
税
、
相
続
税
、
市
徴
収
金
、
地
方
自
治
会
納
入
金

【земские повинности

】
の
徴
収
。

国
有
財
産
の
売
却
、
及
び
、
賃
貸
取
引
の
承
認
。

資
産
税
。

労
働
者
の
保
険
。

国
家
手
工
業
税
。

保
険
税
。
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私
人
対
象
の
所
得
税
の
導
入
。

報
告
義
務
の
あ
る
企
業
か
ら
の
【от отчётны

х предприятий

】
追
加
産
業
税
。

一
八
八
二
年
か
ら
一
九
一
七
年
ま
で
の
都
市
計
画
と
都
市
建
設
。

個
々
の
移
住
地
の
大
村
落
へ
の
移
行
。

県
会
の
兵
役
担
当
部
署
に
対
す
る
徴
兵
免
除
に
関
す
る
陳
情
。

教
育
施
設
閉
鎖
。

教
育
委
員
会
の
裁
定
と
国
民
教
育
省
の
指
示
に
対
す
る
訴
願
。

個
人
診
療
所
と
薬
局
の
開
業
。

浪
費
に
対
し
て
そ
の
財
産
を
後
見
下
に
置
く
こ
と
。

様
々
な
納
入
契
約
の
承
認
。

省
庁
の
申
告
に
則
っ
て
の
滞
納
金
免
除
。

国
庫
、
及
び
、
民
間
の
負
債
補
填
の
た
め
の
財
産
の
入
札
売
却
。

紋
章
、
艦
船
、
港
湾
に
対
す
る
税
、
及
び
資
産
税
。

市
所
有
不
動
産
に
対
す
る
税
。

ロ
シ
ア
国
内
に
お
け
る
外
国
人
土
地
所
有
者
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
、
外
国
人
に

よ
る
土
地
使
用
の
撤
廃
に
関
す
る
勅
令
公
布
、
そ
れ
に
伴
う
撤
廃
リ
ス
ト
登
録
に
対

す
る
提
訴
、
一
九
〇
五
─
一
九
一
六
年
間
の
国
会
、
及
び
、
制
定
会
議
等
へ
の
選
挙
。

官
位
紋
章
局
史
料
も
極
め
て
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
官
位
紋
章
局
は
特
別
な

国
家
機
関
で
、
階
級
の
権
利
、
貴
族
特
典
の
保
護
、
貴
族
の
国
家
勤
務
経
過
状
況
の

確
認
を
行
っ
て
い
た
。

一
七
二
二
年
一
〇
月
二
二
日
、
階
級
権
利
、
及
び
、
貴
族
の
義
務
に
関
係
す
る
数

多
く
の
様
々
な
事
案
を
処
理
す
る
た
め
に
、
紋
章
事
務
局
が
創
設
さ
れ
た
。
事
務
局

は
一
七
六
三
年
一
二
月
一
五
日
に
元
老
院
付
属
紋
章
部
と
改
名
さ
れ
（
一
七
六
三
─

一
九
四
八
）、
貴
族
名
簿
の
管
理
、
紋
章
状
、
紋
章
証
明
書
、
紋
章
附
控
の
下
付
、

貴
族
階
級
へ
の
編
入
を
取
り
扱
っ
た
。

一
八
四
八
年
五
月
一
二
日
紋
章
部
は
紋
章
局
に
改
組
さ
れ
た
。
一
九
一
七
年
五
月

に
第
三
局
と
改
名
さ
れ
た
が
、
同
年
一
一
月
二
一
日
に
廃
止
さ
れ
た
。
廃
止
後
、
第

三
局
の
紋
章
部
は
紋
章
博
物
館
に
改
組
さ
れ
、
一
九
一
八
年
六
月
一
日
か
ら
統
一
国

家
文
書
フ
ォ
ン
ド
に
独
立
組
織
と
し
て
入
っ
た
。

こ
の
フ
ォ
ン
ド
に
は
以
下
に
関
す
る
日
誌
、
裁
定
、
事
案
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
八
一
三
─
一
九
一
七
年
に
お
け
る
貴
族
名
簿
へ
の
編
入
。

一
八
〇
〇
─
一
九
一
六
年
に
お
け
る
男
爵
、
伯
爵
、
公
爵
の
称
号
下
賜
。

一
八
五
〇
、
一
八
六
五
─
一
八
八
二
、
一
八
八
八
─
一
九
一
七
年
に
お
け
る
一
代

貴
族
の
権
利
付
与
。

一
八
三
〇
─
一
九
一
七
年
間
の
世
襲
名
誉
市
民
、
一
八
九
〇
─
一
九
一
七
年
間
の

一
代
名
誉
市
民
の
権
利
付
与
。

一
八
〇
二
─
一
九
一
六
年
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
世
襲
貴
族
。

一
八
一
八
─
一
九
一
七
年
、
姓
の
譲
渡
、
そ
れ
に
伴
う
称
号
と
紋
章
の
譲
渡
。

姓
の
切
り
替
え
（
一
八
四
二
─
一
九
一
七
年
）、
修
正
、
変
更
（
一
八
一
七
─
一

九
一
七
年
）。

一
八
八
五
─
一
九
一
七
年
、
養
子
事
例
（оп.48

）。
養
子
に
対
し
、
養
親
の
姓
、

父
称
、
階
級
権
利
の
付
与
（
一
八
五
〇
─
一
八
七
〇
年
、一
八
七
六
─
一
九
一
七
年
）。

一
八
七
三
─
一
九
一
七
年
の
貴
族
権
剥
奪
。

一
九
七
六
─
一
九
一
九
年
の
帝
室
紋
章
、
州
・
県
・
市
・
貴
族
の
紋
章
等
。

元
老
院
第
二
局
（
農
民
局
）
の
史
料
は
、
主
に
一
九
世
紀
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
世

紀
初
め
の
も
の
で
あ
る
。

元
老
院
第
二
局
（
農
民
局
）
は
、
農
奴
解
放
後
の
農
民
に
関
す
る
事
案
の
解
決
に

当
た
る
最
高
上
告
裁
判
所
と
し
て
一
八
八
四
年
一
月
二
四
日
に
創
設
さ
れ
た
が
、
そ

の
前
身
は
、
第
一
局
管
轄
下
の
特
別
農
民
訴
訟
部
（
一
八
八
二
─
一
八
八
四
）
で

あ
っ
た
。
第
二
局
は
、
法
の
適
用
と
省
庁
の
定
め
ら
れ
た
権
限
遵
守
の
正
当
性
を
判

断
し
、
県
役
所
、
及
び
、
大
臣
の
上
申
に
関
す
る
事
案
を
審
議
し
た
。
一
八
八
九
年

か
ら
は
、
県
長
制
度
が
置
か
れ
て
い
な
い
県
の
農
民
担
当
局
に
対
す
る
提
訴
を
審
議
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す
る
た
め
の
控
訴
機
関
で
あ
っ
た
。

第
二
局
の
管
掌
事
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

社
会
整
備
、
及
び
、
農
民
と
零
細
業
者
に
付
与
さ
れ
る
土
地
、
地
役
、
放
牧
地
、

漁
業
に
対
す
る
権
利
の
裁
定
に
関
す
る
管
理
。

農
民
、
及
び
、
零
細
業
者
の
土
地
割
り
当
て
法
令
に
従
っ
て
供
与
さ
れ
た
権
利
の

行
使
、
古
儀
式
派
と
旧
教
派
、
及
び
、
西
部
地
方
（
コ
ヴ
ェ
ン
ス
ク
県
、
ヴ
ィ
レ
ン

ス
ク
県
、
グ
ロ
ド
ネ
ン
ス
ク
県
、
一
八
八
六
─
一
九
〇
六
年
）
の
「
第
二
階
級
自
由

民
」
の
土
地
使
用
。

旧
永
代
小
作
人
の
土
地
使
用
。

村
長
の
活
動
監
視
。

バ
ル
ト
地
方
各
県
の
警
察
署
長
、
及
び
、
県
農
民
担
当
局
へ
の
訴
願
（
一
八
八
九

年
以
降
）、
農
民
共
同
体
に
よ
る
、
そ
の
成
員
に
対
し
て
の
「
不
道
徳
」
行
為
を
理

由
と
す
る
追
放
判
決
、
共
同
体
法
に
基
づ
き
個
人
所
有
で
あ
る
「
分
与
地
に
対
し
そ

の
持
ち
主
の
個
人
所
有
強
化
」
に
関
す
る
県
土
地
整
理
委
員
会
の
裁
定
に
対
す
る
提

訴
（
一
九
〇
六
─
一
九
一
七
）。

一
般
的
、
及
び
、
個
別
的
な
【
土
地
】
再
分
割
、
減
価
【скидка
】、
割
増

【накидка

】。

農
地
所
有
権
証
書
規
定
の
承
認
、
旧
南
西
地
方
に
お
け
る
分
与
地
の
割
り
当
て
。

地
主
と
一
時
的
拘
束
農
民
と
の
間
の
係
争
、
土
地
の
共
同
体
所
有
か
ら
戸
別
所
有

へ
の
変
更
、
戸
別
所
有
か
ら
共
同
体
所
有
へ
の
変
更
。

農
民
土
地
銀
行
の
協
力
下
で
の
分
与
外
の
土
地
の
社
会
的
所
有
、
個
人
所
有
へ
の

変
更
、
農
民
分
与
地
の
制
限
。

「
鉄
道
敷
設
の
た
め
の
土
地
接
収
に
対
す
る
報
奨
金
」
支
給
。

地
下
使
用
の
手
続
き
、
そ
の
他
の
土
地
関
係
の
係
争
。

「
旧
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
」
の
農
民
階
級
の
権
利
、
及
び
、
そ
の
権
利
行
使
の
範
囲

決
定
。

僧
侶
階
級
の
地
役
権
の
承
認
。

後
見
設
置
。

土
地
課
税
、
学
校
、
及
び
、
養
老
院
の
建
設
と
維
持
に
対
し
、
農
村
共
同
体
か
ら

支
払
わ
れ
る
補
助
金
。

第
二
局
の
史
料
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
控
記
録
、
日
誌
、
裁
定
、
事
案
に
は
以
下

の
も
の
が
あ
る
。

農
民
の
土
地
所
有
、
経
済
、
行
政
状
況
。

土
地
関
係
の
係
争
、
村
落
共
同
体
、
及
び
、
地
方
自
治
会
徴
収
金
課
税
。

村
行
政
機
関
の
不
正
行
為
。

世
帯
分
割
【семейны

й раздел

】
と
後
見
。

農
民
共
同
体
へ
の
農
民
受
け
入
れ
と
排
除
、
共
同
体
か
ら
の
農
民
の
離
脱
と
農
園

へ
の
移
動
と
土
地
の
個
人
所
有
化
、
土
地
の
購
入
、
売
却
、
交
換
。

県
土
地
整
理
委
員
会
裁
定
に
対
す
る
提
訴
。

農
民
の
土
地
使
用
、
土
地
交
換
、
そ
の
他
。

元
老
院
控
訴
局
（
第
二
局
、
第
三
局
）
の
史
料
は
、
革
命
前
ロ
シ
ア
の
民
法
の
歴

史
、
同
様
に
、
土
地
所
有
と
財
産
関
係
の
歴
史
、
さ
ら
に
、
個
々
の
家
系
、
一
族
、

個
人
の
歴
史
に
関
す
る
貴
重
な
情
報
源
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
局
は
一
七
六
三
年
一
二
月
一
五
日
に
創
設
さ
れ
、
一
八
〇
五
年
に
元
老

院
第
二
控
訴
局
、
元
老
院
第
三
控
訴
局
と
い
う
名
称
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
下

に
あ
る
地
域
を
対
象
と
し
た
民
事
の
最
高
裁
判
機
関
で
あ
っ
た
。
第
二
局
が
管
掌
し

て
い
た
の
は
以
下
の
地
域
の
案
件
で
あ
る
。
ア
ル
ハ
ン
ゲ
リ
ス
ク
県
、
ビ
テ
ブ
ス
ク

県
（
一
八
四
〇
年
以
降
）、
ヴ
ォ
ロ
グ
ダ
県
（
一
八
二
一
年
以
降
）、
ヴ
ャ
ツ
ク
県
（
一

八
二
一
年
以
降
）、
コ
ス
ト
ロ
マ
県
（
一
八
二
一
─
一
八
六
七
年
）、
モ
ギ
リ
ョ
フ
県

（
一
八
四
〇
年
以
降
）、
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
県
（
一
八
六
七
年
以
前
）、
オ
ロ
ネ
ツ
県
、
ペ

テ
ル
ブ
ル
グ
県
（
一
八
〇
九
年
以
前
）、
プ
ス
コ
フ
県
（
一
八
六
七
年
以
前
）、
ス
モ

レ
ン
ス
ク
県
、
ト
ヴ
ェ
リ
県
、
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
県
（
一
八
二
一
─
一
八
六
七
年
）、
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ド
ン
・
コ
サ
ッ
ク
軍
管
区
（
一
八
一
〇
年
か
ら
）、
ベ
ッ
サ
ラ
ビ
ア
州
（
一
八
二
五

─
一
八
二
七
年
）、
一
八
六
八
年
か
ら
は
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
県
、
ヴ
ォ
ロ
ネ
ジ
県
、
エ

カ
チ
ェ
リ
ノ
ス
ラ
フ
県
、
ク
ル
ス
ク
県
、
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
県
、
ス
タ
ヴ
ロ
ポ
リ
県
、

タ
ヴ
リ
チ
ェ
ス
カ
ヤ
県
、
ヘ
ル
ソ
ン
県
、
ク
バ
ン
・
コ
サ
ッ
ク
軍
管
区
、
テ
レ
ク
・

コ
サ
ッ
ク
軍
管
区
。
第
三
局
の
管
掌
下
に
あ
っ
た
の
は
主
に
西
部
各
県
に
関
す
る
案

件
で
あ
っ
た
。

第
二
控
訴
局
、
第
三
控
訴
局
の
フ
ォ
ン
ド
に
は
日
誌
と
裁
定
、
及
び
、
以
下
に
関

す
る
事
案
が
含
ま
れ
て
い
る
。

農
民
に
対
す
る
地
主
の
虐
待
。

農
奴
身
分
か
ら
の
逃
亡
の
試
み
。

農
奴
の
売
却
。

様
々
な
人
間
に
対
す
る
土
地
、
及
び
、
農
民
の
下
賜
。

地
主
、
農
民
、
教
会
間
の
土
地
紛
争
、
不
動
産
の
抵
当
、
抵
当
更
新
、
分
割
。

領
地
に
対
す
る
後
見
。

遺
言
状
の
認
定
（
一
八
二
六
年
以
降
）
と
執
行
。

手
形
、
及
び
、
借
用
書
に
従
っ
て
の
負
債
取
り
立
て
。

負
債
の
代
償
と
し
て
の
土
地
売
却
、
債
務
の
徴
収
。

職
務
上
の
犯
罪
（
第
二
局
）。

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
、
大
学
、
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
、
医
務
省
、
帝
室
駅
逓
官
房

【Я
мская дворцовая канцелярия

】、
中
央
宮
廷
官
房
、
主
馬
寮
、
狩
猟
庁
、（
ペ

テ
ル
ブ
ル
グ
・
宮
殿
）
建
築
官
房
、
警
察
本
部
、
郵
便
事
業
、
バ
ル
ト
港
湾
、
ク
ロ

ン
シ
タ
ッ
ト
運
河
、
ラ
ド
ガ
運
河
の
業
務
、
郵
便
中
継
地
、
道
路
、
運
河
、
堤
防
、

渡
し
場
の
建
設
と
維
持
。

各
県
へ
の
警
察
設
置
。

モ
ス
ク
ワ
の
収
入
と
支
出
（
一
八
〇
〇
年
）。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
カ
フ
カ
ス
へ
の
コ
サ
ッ
ク
の
移
住
（
一
七
九
八
年
）。

モ
ギ
リ
ョ
フ
県
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
人
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
、
セ
ル
ビ
ア
人
の
権
利
。

地
主
へ
の
土
地
、
農
民
の
下
賜
（
一
七
九
七
─
一
八
六
一
年
）。

領
地
の
所
有
権
、
抵
当
、
売
却
に
関
す
る
係
争
。

農
奴
制
か
ら
の
逃
亡
の
試
み
（
一
八
〇
五
─
一
八
二
五
年
）。

逃
亡
者
を
か
く
ま
う
行
為
。

西
部
各
県
に
お
け
る
穀
物
十
分
の
一
税
【десятина

】（
一
八
一
八
年
）。

農
奴
所
有
権
。

地
主
へ
の
逃
亡
農
民
の
返
還
、
農
民
の
地
主
へ
の
不
服
従
に
対
す
る
懲
罰
（
一
七

九
七
─
一
八
六
一
年
）、
農
奴
制
か
ら
の
逃
亡
の
試
み
に
関
す
る
噂
の
流
布
に
対
す

る
懲
罰
（
一
八
〇
四
年
）。

地
主
に
よ
る
農
民
虐
待
（
一
八
〇
五
─
一
八
六
一
年
）。

貴
族
に
よ
る
選
挙
（
一
七
九
七
─
一
八
〇
五
年
）。

地
主
、
農
民
、
教
会
間
の
土
地
係
争
（
一
八
〇
五
─
一
八
八
八
）。

カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
院
の
収
入
（
一
八
〇
五
─
一
八
二
五
年
）。

領
地
に
関
す
る
禁
止
事
項
の
申
し
渡
し
（
一
八
〇
五
─
一
八
二
五
）。

領
地
に
対
す
る
後
見
（
一
八
二
五
─
一
八
八
八
年
）。

動
産
お
よ
び
不
動
産
の
分
割
、
抵
当
、
抵
当
更
新
（
一
八
六
二
─
一
八
八
八
年
）。

遺
言
の
執
行
（
一
八
二
六
─
一
八
八
八
年
）。

金
銭
請
求
、
訴
訟
、
手
形
に
よ
る
徴
収
（
一
八
〇
五
─
一
八
八
八
年
）。

破
産
、
破
産
管
理
の
設
定
と
解
除
（
第
三
局
に
関
す
る
も
の
）。

以
上
に
劣
ら
ず
興
味
深
い
の
が
、
元
老
院
第
五
局
の
史
料
で
あ
る
。
こ
の
局
は
一

七
六
三
年
一
二
月
五
日
に
創
設
さ
れ
た
（
当
初
は
第
四
局
、
一
八
〇
五
年
一
月
二
七

日
に
第
五
局
と
改
称
さ
れ
た
）。
こ
の
局
は
刑
事
に
関
す
る
最
高
上
告
機
関
で
あ
っ

た
（
裁
判
制
度
改
革
以
前
）。
た
だ
し
、
特
に
重
要
な
一
部
の
事
案
に
関
し
て
は
第

一
審
機
関
で
も
あ
っ
た
。

第
五
局
の
フ
ォ
ン
ド
に
入
っ
て
い
る
の
は
、
以
下
に
関
す
る
日
誌
、
裁
定
、
事
案
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で
あ
る
。

地
主
の
農
民
虐
待
（
一
七
九
七
─
一
八
六
一
年
）、
領
地
の
差
押
え
（
一
七
九
七

─
一
八
二
六
年
）、
農
民
騒
擾
、
農
奴
制
依
存
か
ら
の
離
脱
の
模
索
（
一
七
九
七
─

一
八
二
六
）、
農
民
に
よ
る
森
林
の
無
許
可
伐
採
（
一
八
二
六
─
一
八
六
一
年
）、
職

人
騒
擾
（
一
八
二
六
─
一
八
三
八
年
）、
兵
役
放
棄
と
忌
避
（
一
七
九
七
─
一
八
九

九
年
）。

軍
の
各
部
隊
へ
の
制
服
支
給
（
一
七
九
七
─
一
八
二
六
年
）。

聖
物
冒
涜
、
涜
神
（
一
七
九
七
─
一
八
二
六
年
、
一
八
六
二
─
一
八
九
九
年
）、

分
離
派
、
分
派
（
一
七
九
七
─
一
八
九
九
年
）、

役
職
犯
罪
（
一
七
九
七
─
一
八
二
六
年
、
一
八
六
二
─
一
八
九
九
年
）。

貨
幣
・
紙
幣
の
偽
造
（
一
七
九
七
─
一
八
二
六
年
、
一
八
六
二
─
一
八
九
九
年
）、

密
輸
、
酒
の
密
造
（
一
七
九
七
─
一
八
九
九
年
）。

逃
散
逃
亡
行
為
（
一
七
九
七
─
一
八
六
一
年
）、
窃
盗
（
一
七
九
七
─
一
八
六
一

年
）、
強
盗
、
殺
人
（
一
七
九
七
─
一
八
九
九
年
）。

極
め
て
価
値
の
高
い
の
が
、
元
老
院
土
地
分
界
局
の
史
料
で
あ
る
。
こ
の
局
は
一

七
九
四
年
六
月
二
三
日
に
創
設
さ
れ
、
土
地
分
界
事
案
に
関
す
る
最
高
行
政
機
関
、

か
つ
、
最
高
裁
判
機
関
で
あ
っ
た
（
一
八
七
〇
年
以
降
は
最
高
裁
判
機
関
と
し
て
の

み
）。
一
八
九
四
年
一
月
二
五
日
に
第
三
局
と
改
称
さ
れ
た
。
一
八
九
八
年
六
月
二

日
に
元
老
院
第
四
局
、
元
老
院
第
五
局
と
統
合
さ
れ
、
裁
判
局
に
改
組
さ
れ
た
。

土
地
分
界
局
の
フ
ォ
ン
ド
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
に
関
す
る
日
誌
、
裁

定
、
事
案
で
あ
る
。

土
地
分
界
裁
判
所
の
設
立
、
各
県
に
お
け
る
全
体
的
土
地
分
界
。

地
主
、
修
道
院
、
教
会
、
聖
職
者
、
軍
隊
、
国
有
地
と
御
料
地
の
農
民
、
市
、
工

場
に
対
し
て
の
不
足
土
地
、
放
牧
地
の
割
当
、
分
割
。

森
林
区
画
、
及
び
、
土
地
区
画
の
分
与
。

所
有
権
に
関
す
る
係
争
。

土
地
分
界
に
関
す
る
和
解
口
述
記
録
【полю

бовны
е сказки

】。

自
費
に
よ
る
【кош

тны
й

】
土
地
分
界
と
特
別
土
地
分
界
。

年
貢
免
除
、
年
貢
延
滞
金
の
免
除
（
一
七
九
七
─
一
八
九
九
年
）。

後
見
、
相
続
権
、
領
地
売
却
、
領
地
抵
当
、
負
債
、
損
失
に
関
す
る
民
事
案
件
（
一

八
六
六
─
一
八
九
九
年
）、
土
地
分
界
計
測
器
具
に
関
す
る
日
誌
、
指
令
、
事
案
。

地
図
の
作
成
、
石
版
印
刷
、
複
製
。

地
図
、
土
地
台
帳
の
点
検
。

地
区
、
郡
、
総
督
管
区
、
県
の
境
界
図
（
一
七
八
一
─
一
七
八
三
年
）、
及
び
、

添
付
物
。

県
の
地
図
と
そ
れ
に
対
す
る
経
済
考
察
（
一
七
七
七
─
一
八
〇
二
年
）、
そ
の
他

の
文
書
、
図
版
資
料
。

元
老
院
裁
判
局
（
第
四
局
）
は
一
八
九
八
年
六
月
二
日
に
、
民
事
と
刑
事
の
審
理

（
改
革
前
の
裁
判
所
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
）、
及
び
、
土
地
分
界
訴
訟
の
審
理
の
た

め
の
最
高
控
訴
機
関
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
同
局
が
審
議
対
象
と
し
て
い
た
の
は
以

下
の
事
案
で
あ
る
。

一
八
六
四
年
の
裁
判
制
度
改
革
以
前
に
お
け
る
裁
判
局
の
裁
定
と
判
決
に
対
す
る

不
服
申
立
、
裁
判
所
の
裁
定
に
対
す
る
控
訴
。

在
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
大
使
館
の
裁
判
委
員
会
、
在
テ
ヘ
ラ
ン
公
使
館
、
在

北
京
公
使
館
の
裁
判
部
に
お
け
る
財
産
訴
訟
。

ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
庁
【Римчко-католическая коллегия

】、
及
び
、
ル

タ
ー
派
教
会
総
事
務
局
か
ら
の
訴
訟
。

商
業
裁
判
所
の
事
案
。

土
地
分
界
事
項
に
関
す
る
地
方
機
関
へ
の
提
訴
。

裁
判
局
の
フ
ォ
ン
ド
に
は
、
以
下
に
関
す
る
日
誌
、
裁
定
、
事
案
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。

農
民
と
地
主
の
土
地
係
争
に
関
す
る
地
方
裁
判
機
関
の
裁
定
に
対
す
る
控
訴
。
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相
続
人
、
及
び
、
若
年
者
の
不
動
産
の
売
却
、
抵
当
、
再
抵
当
。

使
用
禁
止
【заповедны

й

】
領
地
、
長
子
世
襲
領
地
、
後
見
下
の
領
地
の
売
却
。

ザ
バ
イ
カ
ル
・
コ
サ
ッ
ク
軍
管
区
用
地
の
制
限
に
対
す
る
土
地
委
員
会
裁
定
へ
の

提
訴
、
カ
ル
ム
イ
ク
人
の
土
地
で
の
家
畜
放
牧
に
対
し
て
の
コ
サ
ッ
ク
か
ら
の
罰
金

徴
収
。

別
荘
地
の
分
界
、
分
界
線
と
分
界
目
印
の
更
新
、
農
民
分
与
地
の
あ
る
領
地
の
分

界
。売

買
契
約
。

雇
用
契
約
。

離
婚
訴
訟
。

知
的
能
力
の
検
査
。

刑
事
事
件
。

在
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
大
使
館
の
裁
判
委
員
会
の
裁
定
、
在
ペ
ル
シ
ャ
公
使

館
、
在
テ
ヘ
ラ
ン
公
使
館
、
及
び
、
在
北
京
公
使
館
の
裁
判
部
の
財
産
訴
訟
に
関
す

る
裁
定
に
対
す
る
控
訴
。

貿
易
係
争
に
関
す
る
商
業
裁
判
所
の
裁
定
に
対
す
る
控
訴
、
支
払
い
不
能
な
債
務

者
、
商
店
の
経
営
破
綻
、
支
払
い
不
能
な
債
務
者
に
関
す
る
破
産
管
理
局
の
裁
定
に

対
す
る
訴
願
、
手
形
、
及
び
、
借
用
書
に
従
っ
て
の
徴
収
。

財
産
の
売
却
請
願
、
抵
当
、
及
び
、
抵
当
更
新
等
。

一
八
六
四
年
の
裁
判
制
度
改
革
以
後
は
、
元
老
院
の
刑
事
控
訴
局
と
民
事
控
訴
局

が
最
高
上
告
機
関
と
な
っ
た
。
両
局
が
創
設
さ
れ
た
の
は
一
八
六
六
年
四
月
一
六
日

で
あ
る
。

こ
の
両
局
の
フ
ォ
ン
ド
に
は
、
以
下
の
事
案
に
関
す
る
日
誌
、
決
定
、
裁
定
、
判

決
が
含
ま
れ
て
い
る
。

革
命
運
動
、
社
会
運
動
、
民
族
解
放
運
動
へ
の
参
加
と
し
て
は
次
の
も
の
。

ス
ト
ラ
イ
キ
、
デ
モ
（
一
八
六
八
─
一
九
一
八
年
）、
労
働
者
、
及
び
、
軍
隊
内

部
へ
の
革
命
宣
伝
、
秘
密
印
刷
所
・
印
刷
・
配
布
活
動
（
一
八
八
九
─
一
九
一
八
年
）、

及
び
、
非
合
法
出
版
物
・
宣
伝
ビ
ラ
の
所
持
（
一
八
六
八
─
一
九
一
六
年
）。

農
民
の
動
揺
と
し
て
は
次
の
も
の
。

地
方
官
憲
、
警
察
、
軍
隊
に
対
す
る
抵
抗
、
領
地
の
荒
廃
（
一
八
六
八
─
一
九
一

八
年
）、
官
有
林
、
及
び
、
地
主
所
有
林
の
伐
採
、
革
命
集
会
へ
の
参
加
。

工
場
企
業
規
定
違
反
、
出
版
物
で
の
誹
謗
。

分
離
派
へ
の
帰
属
（
一
八
八
九
─
一
九
一
八
年
）。

詐
欺
、
横
領
、
偽
造
、
殺
人
（
一
八
六
八
─
一
九
一
八
年
）。

国
事
犯
罪
と
役
職
犯
罪
、
及
び
、
出
版
規
則
違
反
に
関
す
る
事
案
へ
の
裁
判
院

【судею
ная палата

】
判
決
に
対
す
る
控
訴
（
一
八
八
三
─
一
九
一
八
年
）。

反
政
府
言
動
、
官
憲
へ
の
抵
抗
、
職
務
犯
罪
、
偽
造
、
横
領
、
殺
人
に
関
す
る
局

の
裁
判
所
（
第
一
審
）
の
事
案
（
一
八
六
八
─
一
九
一
六
年
）。

上
級
役
職
官
吏
の
裁
判
事
案
（
一
八
六
三
─
一
九
一
七
年
、
刑
事
控
訴
局
）。

調
停
判
事
、
及
び
、
予
審
判
事
の
役
職
犯
罪
に
対
す
る
責
任
追
及
（
一
八
六
六
─

一
八
八
〇
年
）。

負
債
、
及
び
、
損
失
・
身
体
傷
害
に
対
す
る
補
償
金
の
取
り
立
て
。

後
見
問
題
。

土
地
、
及
び
、
他
の
不
動
産
所
有
、
土
地
及
び
建
物
の
賃
貸
、
地
主
と
農
民
の
間

で
の
土
地
分
界
に
関
す
る
係
争
の
解
決
。

相
続
権
。

地
役
権
。

契
約
違
反
、
商
取
引
違
反
。

私
人
、
及
び
、
私
企
業
で
の
労
働
報
酬
。

一
九
〇
五
─
一
九
〇
六
年
間
の
農
民
騒
擾
、
及
び
、
ス
ト
ラ
イ
キ
時
の
火
災
に
よ

り
土
地
所
有
者
な
ら
び
に
工
場
主
が
被
っ
た
損
害
に
対
す
る
被
害
者
か
ら
の
保
険
会

社
へ
の
補
償
請
求
な
ど
（
民
事
控
訴
局
）。
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元
老
院
各
局
全
体
会
議
は
勅
令
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
の
審
議
事
案

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

各
局
に
累
積
し
た
事
案
で
、
元
老
の
意
見
の
不
一
致
に
よ
り
審
議
未
了
の
も
の
。

皇
帝
の
命
令
に
よ
り
裁
定
見
直
し
の
た
め
差
し
戻
さ
れ
た
も
の
。

各
局
の
役
所
が
受
了
し
た
も
の
。

法
解
釈
を
必
要
と
す
る
も
の
。

様
々
な
他
の
理
由
で
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
（
国
庫
利
益
違
反
、
裁
定
執
行
不
履
行
、

あ
る
い
は
、
裁
定
遅
延
等
）。

元
老
院
各
局
全
体
会
議
の
フ
ォ
ン
ド
に
収
め
ら
れ
て
い
る
史
料
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

第
一
局
か
ら
第
四
局
及
び
土
地
分
界
局
の
全
体
会
議
（
一
七
九
六
─
一
八
〇
五
年
）。

元
老
院
の
臨
時
的
各
局
の
全
体
会
議
（
一
七
九
六
─
一
八
〇
五
年
）。

第
一
局
か
ら
第
三
局
の
全
体
会
議
（
一
八
〇
五
─
一
八
一
三
年
）。

第
四
局
、
第
五
局
及
び
土
地
分
界
局
の
全
体
会
議
（
一
八
〇
五
─
一
八
一
三
年
）

元
老
院
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
各
局
の
全
体
会
議
（
一
八
一
三
─
一
八
二
七
年
）

第
一
局
か
ら
第
三
局
の
全
体
会
議
（
一
八
二
七
─
一
八
四
八
年
）

元
老
院
の
臨
時
全
体
会
議
（
一
八
三
二
─
一
八
四
三
年
）

第
一
局
か
ら
第
三
局
及
び
官
位
紋
章
局
の
全
体
会
議
（
一
八
四
八
─
一
八
八
三
年
）

第
四
局
、
第
五
局
及
び
土
地
分
界
局
の
全
体
会
議
（
一
八
二
七
─
一
八
八
三
年
）

第
一
全
体
会
議
（
第
一
局
、
第
二
局
、
官
位
紋
章
局
、
一
八
八
三
─
一
九
一
七
年
）、

第
二
全
体
会
議
（
裁
判
局
、
及
び
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
控
訴
局
、
一
八
八
三
─
一
九

一
七
年
）

ま
た
こ
の
フ
ォ
ン
ド
に
は
以
下
の
事
案
解
決
に
関
す
る
日
誌
、
裁
定
、
判
決
、
及

び
事
案
が
含
ま
れ
て
い
る
。

農
民
の
所
有
権
（
一
七
九
七
─
一
八
六
一
年
）、
土
地
所
有
権
（
一
七
九
七
─
一

九
一
八
年
）、
そ
の
他
の
不
動
産
所
有
権
（
一
八
八
四
─
一
九
一
七
年
）。

不
動
産
所
有
権
の
承
認
（
一
七
九
七
─
一
九
一
七
年
）、
借
用
書
に
よ
る
回
収
。

役
職
犯
罪
に
対
す
る
責
任
追
及
（
一
七
九
七
─
一
九
一
七
年
）。

農
民
に
よ
る
農
奴
制
従
属
か
ら
の
離
脱
の
模
索
（
一
八
〇
七
─
一
八
六
一
年
）。

契
約
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
（
一
八
〇
七
─
一
九
一
七
年
）。

酒
税
徴
収
代
理
権
者
か
ら
の
滞
納
金
徴
収
（
一
八
〇
七
─
一
八
八
三
年
）。

関
税
、
税
金
、
商
業
懲
罰
金
、
滞
納
金
徴
収
、
商
業
施
設
開
設
の
許
可
（
一
八
八

三
─
一
九
一
七
年
）、
返
済
不
能
な
債
務
者
（
一
八
〇
七
─
一
九
一
七
年
）。

役
職
の
承
認
と
解
雇
（
一
八
八
三
─
一
九
一
七
）。

一
八
六
三
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
蜂
起
の
参
加
者
の
領
地
没
収
、
同
参
加
者
の
負
債
の

徴
収
（
一
八
六
四
─
一
八
九
九
年
）。

ま
た
、
以
下
に
関
す
る
元
老
院
モ
ス
ク
ワ
各
局
の
全
体
会
議
の
日
誌
、
裁
定
、
及

び
、
事
案
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

地
主
に
よ
る
農
民
虐
待
、
逃
亡
農
民
、
農
民
に
よ
る
農
奴
制
従
属
か
ら
の
離
脱
の

模
索
。

土
地
係
争
。

係
争
対
象
の
土
地
の
分
界
、
領
地
、
工
場
の
売
却
。

不
動
産
相
続
権
の
承
認
。

貴
族
に
よ
る
選
挙
（
一
八
一
五
─
一
八
七
〇
年
）
等
。

元
老
院
控
訴
各
局
の
全
体
会
議
、
及
び
、
連
合
会
議
の
フ
ォ
ン
ド
に
は
、
以
下
の

史
料
が
一
括
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

控
訴
各
局
の
全
体
会
議
（
一
八
六
六
─
一
九
一
七
年
）。

第
一
局
と
控
訴
各
局
と
の
全
体
会
議
（
一
八
六
六
─
一
九
一
七
年
）。

第
一
局
、
第
二
局
、
控
訴
各
局
の
連
合
会
議
（
一
八
四
四
─
一
九
一
七
年
）。

第
一
局
と
控
訴
各
局
と
の
連
合
会
議
（
一
八
七
七
─
一
九
一
七
年
）。

第
一
局
と
刑
事
控
訴
局
と
の
連
合
会
議
（
一
八
七
七
─
一
九
一
七
年
）。

第
一
局
と
刑
事
控
訴
局
と
の
連
合
会
議
（
一
八
九
〇
─
一
九
一
七
年
）。
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第
一
局
と
民
事
控
訴
局
と
の
連
合
会
議
（
一
八
七
七
─
一
九
一
七
年
）。

第
一
局
と
民
事
控
訴
局
と
の
連
合
会
議
（
一
八
九
〇
─
一
九
一
七
年
）。

控
訴
各
局
の
全
体
会
議
で
扱
わ
れ
て
い
た
の
は
、
法
解
釈
の
問
題
、
裁
判
所
に
対

す
る
特
別
命
令
の
検
討
、
裁
判
機
関
官
吏
に
対
す
る
懲
戒
処
分
、
刑
事
裁
判
権
に
関

す
る
論
争
の
決
着
、
刑
事
控
訴
局
の
判
決
に
対
す
る
審
議
と
異
議
申
し
立
て
、
国
事

犯
罪
案
件
の
審
議
の
た
め
の
元
老
院
特
別
会
議
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
と
異
議
申
し

立
て
で
あ
っ
た
。
第
一
局
と
控
訴
各
局
と
の
全
体
会
議
で
扱
わ
れ
た
の
は
、
刑
事
裁

判
事
件
の
解
決
、
役
職
官
吏
の
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
損
害
の
補
償
請
求

に
関
す
る
第
一
局
と
国
家
控
訴
局
の
連
合
会
議
の
裁
定
に
対
す
る
控
訴
の
検
討
で

あ
っ
た
。
第
一
局
、
第
二
局
、
控
訴
各
局
の
連
合
会
議
で
は
、
元
老
院
第
二
局
（
農

民
局
）
省
庁
に
関
す
る
案
件
の
法
解
釈
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
た
。
第
一
局
と
控
訴

各
局
の
連
合
会
議
で
扱
わ
れ
て
い
た
の
は
、
裁
判
法
と
裁
判
機
関
の
役
職
官
吏
の
監

視
、
裁
判
機
関
の
上
級
役
職
官
吏
の
裁
判
所
へ
の
引
き
渡
し
事
案
で
あ
っ
た
。
第
一

局
と
刑
事
訴
訟
局
の
連
合
会
議
、
及
び
、
第
一
局
と
民
事
訴
訟
局
の
連
合
会
議
で
扱

わ
れ
た
の
は
、
役
職
犯
罪
の
嫌
疑
を
受
け
た
者
を
裁
判
所
に
引
き
渡
す
事
案
に
対
す

る
行
政
権
力
と
検
察
機
関
と
の
意
見
の
相
違
に
対
す
る
上
申
許
可
、
及
び
、
行
政
省

庁
の
役
職
官
吏
の
無
為
及
び
職
務
遅
滞
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
損
害
賠
償
請
求
に

関
す
る
事
案
で
あ
っ
た
。
以
上
の
他
に
、
上
記
と
同
じ
局
の
連
合
会
議
で
法
務
大
臣

の
提
議
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
こ
で
の
審
議
事
項
は
、
裁
判
事
案
に

つ
い
て
県
会
が
下
し
た
裁
定
、
及
び
、
地
方
自
治
会
長
、
市
裁
判
官
、
郡
会
の
法
的

効
力
あ
る
判
決
が
下
さ
れ
た
刑
事
事
件
。

こ
の
フ
ォ
ン
ド
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
以
下
に
関
す
る
日
誌
、
各
種
裁
定
、
及

び
、
事
案
で
あ
る
。

文
書
事
務
規
定
、
及
び
、
裁
判
規
定
の
有
効
条
項
違
反
に
対
す
る
裁
判
機
関
職
員

の
責
任
追
及
。

裁
判
機
関
の
文
書
事
務
監
査
。

裁
判
機
関
職
員
の
不
正
行
為
、
あ
る
い
は
、
職
務
怠
慢
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
損

失
賠
償
請
求
（
一
八
七
三
─
一
九
一
八
年
）。

上
級
役
職
官
吏
（
第
四
階
級
か
ら
第
一
階
級
）
の
不
正
行
為
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ

た
損
害
賠
償
、
裁
判
制
度
、
裁
判
手
続
、
行
政
司
法
に
関
す
る
一
般
的
問
題
（
一
八

六
六
─
一
九
一
七
年
）、
県
行
政
職
員
の
不
正
行
為
、
職
務
怠
慢
に
よ
り
も
た
ら
さ

れ
た
損
害
賠
償
（
一
八
六
六
─
一
九
一
七
年
）、
農
民
の
土
地
使
用
、
開
墾
関
連
訴

訟
に
対
す
る
県
会
、
地
方
自
治
会
長
に
よ
る
郡
会
の
裁
定
の
見
直
し
。

役
職
犯
罪
事
案
の
裁
判
所
へ
の
引
き
渡
し
。

法
解
釈
、
農
民
・
地
主
間
の
土
地
紛
争
の
解
決
。

バ
シ
キ
ー
ル
人
、
チ
ェ
プ
チ
ャ
リ
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
土
地
所
有
権
、
そ
の
他
。

ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
の
保
存
フ
ォ
ン
ド
保
管
セ
ン
タ
ー
に
引
き
渡
さ
れ
た
元
老
院
各

局
、
及
び
、
全
体
会
議
の
資
料
（
日
誌
、
各
種
裁
定
、
決
議
、
判
決
、
控
記
録
）
は
、

そ
れ
ら
機
関
の
権
限
に
入
る
す
べ
て
の
事
案
に
対
す
る
情
報
を
最
も
集
約
し
た
か
た

ち
で
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
ロ
シ
ア
の
経
済
、
中
央
行
政
、
地
方
行
政
、

裁
判
制
度
、
訴
訟
手
続
、
内
政
、
社
会
運
動
の
歴
史
、
個
々
の
家
系
、
一
族
、
個
人

の
歴
史
に
関
す
る
極
め
て
貴
重
な
原
史
料
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
国
立
歴
史
文
書
館
が
新
館
に
移
転
し
た
結
果
、
十
分
な
場
所
が
確
保
さ

れ
、
上
記
の
史
料
の
最
適
な
保
管
態
勢
に
向
け
て
の
全
必
要
条
件
が
整
っ
た
。

総
長
四
，
三
二
〇
ｍ
に
及
ぶ
棚
に
置
か
れ
て
い
た
史
料
は
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
に

ヤ
ル
ト
ロ
フ
ス
ク
市
か
ら
戻
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
史
料
は
、
研
究
者
に
と
り
、
長
年
、

事
実
上
利
用
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
も
公
刊
さ
れ
る
こ

と
も
な
か
っ
た
が
故
に
、
極
め
て
大
き
な
学
問
的
興
味
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

搬
入
さ
れ
た
フ
ォ
ン
ド
に
関
す
る
必
要
な
整
備
作
業
が
終
了
し
た
暁
に
は
、
こ
の

唯
一
無
二
の
原
史
料
の
総
体
は
、
ロ
シ
ア
及
び
外
国
の
研
究
者
に
と
っ
て
利
用
可
能

な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

 

（
翻
訳
：
有
泉
和
子
）

©2014 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



東京大学史料編纂所研究紀要　第24号　2014年３月 206（　 ）

保存フォンド保管センターから返還された
ロシア国立歴史文書館史料フォンド

番号 フォンド
番号 フォンド名称 オーピシ

番号 オーピシ名称 返還された
史料数

1 1（（0 Общие собрания департаментов 
Сената

元老院各局全体会議

10 元老院各局全体会議の日
誌、裁定、判決

1（（（-1（1（

2（（0

2 1（41 Первый департамент Сената
元老院第一局

1（（-242

（41
（44

日誌、裁定
1（（1-1（1（
1（（（-1（1（

控記録（Мемории）
1（（（-1（1（

（（00

（ 1（4（ Третий департамент Сената 
（Департамент герольдии 

Сената）
元老院第三局

（元老院官位紋章局）

（2 日誌、裁定
1（（（-1（1（

1（（（

4 1（44 Второй （крестьянский） 
департамент Сената

元老院第二局
（農民階級局）

1

（14

日誌、裁定
1（（2-1（1（
控記録

1（（2-1（1（

（04

（ 1（4（ Пятый （уголовный） 
департамент Сената

元老院第五局
（元老院刑事局）

1-（
（а-44

4（-（1
（2, （（

（4-（2

（（-（（

（（-（0

（1-（1

（2-（（

（4（

（（0-（（2

（（（

（（4

（（（

第一部裁定 1（（4-1（40
日誌、第一部裁定

1（40-1（（（
第二部裁定、1（（4-1（40

日誌、第二部裁定
1（41-1（42

日誌、第二部裁定
1（4（-1（（1

日誌、第二部裁定
1（（（-1（（（

日誌、第二部裁定
1（（（-1（（（

日誌、第二部裁定
1（（0-1（（0

日誌、第三部裁定
1（（4-1（（（

日誌、第一部裁定
1（（（-1（（（

日誌、第一部裁定
1（4（-1（（2

日誌、第二部裁定
1（（0

日誌、第一部裁定
1（0（-1（40

日誌、第三部裁定
1（24-1（（（

（4（2
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（ 1（4（ Второй （апелляционный） 
департамент Сената

元老院第二控訴局

1-11

12-42

140

裁定
1（（0-1（40

日誌、裁定
1（4（-1（（（

日誌、裁定
1（（（-1（（0
1（41-1（4（

1（4（

2（（0

（ 1（4（ Третий （апелляционный） 
департамент Сената
元老院第三控訴局

1-2（ 日誌、
第一部裁定

（ 1（（0 Третий департамент Сената
（Межевой департамент Сената）

元老院第三局
（元老院土地分界局）

1-（

（-（（

（11

裁定
1（（4-1（42

日誌、裁定
1（4（-1（（（

日誌、裁定
1（（（-1（（（

1（（（

（ 1（（2 Четвертый департамент Сената
（Судебный департамент 

Сената）
元老院第四局

（元老院裁判局）

1-（

（-1（

日誌、裁定
1（（（-1（0（

裁定
1（04-1（1（

10 1（（4 Общие собрания и Соединенные 
присутствия кассационных 

департаментов Сената
元老院控訴局全体会議、
元老院控訴局連絡会議

2 元老院控訴局
全体会議、

元老院控訴局
連絡会議

日誌、裁定
1（（（-1（1（

（（（

11 1（（（ Уголовный кассационный 
департамент Сената
元老院刑事控訴局

1 日誌、裁定、決議
判決

1（（（-1（1（

（0（（

12 1（（4 Гражданский кассационный 
департамент Сената
元老院民事控訴局

1（ 日誌、裁定、決議
1（（（-1（1（

2（2（
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〔
注
〕

（
1
）  А

рхив РГИ
А

. О
п. 10. Д

. 567. Л
. 32-35.

（
2
）  РГИ

А
. Ф

.1330.

（
（
）  РГИ

А
. Ф

.1341.

（
4
）  РГИ

А
. Ф

.1343.

（
（
）  РГИ

А
. Ф

.1344.

（
（
）  РГИ

А
. Ф

.1346.

（
（
）  РГИ

А
. Ф

.1347.

（
（
）  РГИ

А
. Ф

.1345.

（
（
）  РГИ

А
. Ф

.1350.

（
10
）  РГИ

А
. Ф

.1352.

（
11
）  РГИ

А
. Ф

.1363.

（
12
）  РГИ

А
. Ф

.1364.

（
1（
）  РГИ

А
. Ф

.1354.

（
14
）  А

рхив РГИ
А

. О
п. 10. Д

. 568. Л
. 8 0 об. -81.
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